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宿泊室における空調設備（エアコン）の使用方法について（お知らせ） 

 

 令和 8年４月１日から、全宿泊室に空調設備（エアコン）を設置いたしました。 

 つきましては、標記について以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 稼動期間 

 通年 

 

２ 稼働時間 

 24時間 

 

３ 操作者 

 利用者自身が、エアコン周辺の壁に設置されたリモコンにて操作する。 

 

４ 備考 

⑴ 節電について 

活動や食事・入浴等で宿泊室を離れる際は、スイッチをオフにするなど、節電に御協力ください。 

 

⑵ 施設維持費の見直しについて 

 今年度から導入しました施設維持費については、空調設備設置に伴う今年度の電気使用料金の増加金

額を踏まえて、次年度以降改定することも検討しています。 

 

⑶ 冬期間のボイラー暖房について 

 空調設備設置に伴い、運用停止を検討しています。令和 8 年 12 月末までに運用方法を決定し、別途

お知らせいたします。 
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